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第５０回足立区都市計画審議会議事録 

１．日 時 平成２７年１月１３日（火） 

      午後２時００分開会 

      午後３時１５分閉会 

２．場 所 足立区役所 庁議室（南館８階） 

３．出席委員 

   （１）委員現在数  ２１名 

   （２）出席委員数  １６名 

長塩英治（会長）野沢太三（会長職務代理者） 

松本昭（委員）せぬま剛（委員） 

小泉ひろし（委員）たがた直昭（委員） 

有馬康二（委員）山﨑健（委員） 

田中忠穂（委員）岡田英樹（委員） 

小野稚子（委員）鯨井良一（委員） 

井上雅雄（委員）須广誠（委員） 

谷口敬志（臨時委員）鈴木和雄（臨時委員） 

４.出席専門委員 

長谷川勝美 工藤信 岡野賢二 

儘田政弘 土田浩己 服部仁 

５．出席幹事 

宮本博之 増田治行 真鍋兼 八鍬一生 

田中靖夫 成井二三男 

６．出席説明者 

大竹密集地域整備課長 

長島みどり推進課長 

７．事務局等出席者 

宇田川 森 掘 中原 國井 内田 松岡 中村  

近藤 長澤 鈴木 清澤 五十嵐 田村 庭月野 

中澤 傳田  

８．議 事 

（１）審議事項４件 

（２）報告事項３件 

（３）その他 

９．議 題 

第１号議案 東京都市計画都市再開発の方針の変更

（東京都決定）について 

第２号議案 東京都市計画住宅市街地の開発整備の

方針の変更（東京都決定）について 

第３号議案 足立一・二・三・四丁目地区関連 

３－１ 東京都市計画防災街区整備地区計画足立

一・二・三・四丁目地区防災街区整備地区計画の変

更（足立区決定）について 

 ３－２ 東京都市計画沿道地区計画国道４号Ａ地

区（日光街道）沿道地区計画の変更（足立区決定）

について 

 ３－３ 東京都市計画用途地域の変更（東京都決

定）について〔東京都からの意見照会〕 

第４号議案 東京都市計画道路区画街路足立区画街

路第９号線の変更（足立区決定）について 

報   告  

１）花畑団地周辺地区のまちづくりについて 

２）一ツ家二丁目北地区のまちづくりについて 

３）新田一丁目地内の公園整備について 

10．議事の経過 

 以下のとおり 

本議事録は、事実と相違ないことを証し、ここに署

名します。 

 

  平成   年   月   日 

 

議事録署名人 

 

会    長 

 

委    員 

 

 

○真鍋幹事 それでは皆様、こんにちは。定刻とな

りましたので、始めさせていただきます。 

 皆様方には、お忙しい中、足立区都市計画審議会

にご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 私は、本日の司会を務めます住宅・都市計画課長

の真鍋でございます。よろしくお願いいたします。 
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 それでは、ただいまから議案審議を始めさせてい

ただきます。ここからの議事進行につきましては、

恐れ入りますが、長塩会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○長塩会長 こんにちは。本日はお忙しい中、足立

区都市計画審議会にご出席いただき、まことにあり

がとうございます。 

 ただいまから第５０回足立区都市計画審議会を開

会いたします。 

 まず初めに、事務局から本日の資料確認と審議議

案について説明願います。 

○真鍋幹事 それでは、皆様に事前にお配りしまし

た資料、審議議案の確認をさせていただきます。 

 恐れ入りますが、お手元の次第をごらんください。 

 本日の議事でございますが、議案が４件、報告事

項が３件でございます。 

 まず議案ですが、第１号議案、「東京都市計画都

市再開発の方針の変更（東京都決定）について」。 

 第２号議案、「東京都市計画住宅市街地の開発整

備の方針の変更（東京都決定）について」。 

 第３号議案、「足立一・二・三・四丁目地区関

連」としまして、記載の３件でございます。 

 続いて第４号議案、「東京都市計画道路区画街路

足立区画街路第９号線の変更（足立区決定）につい

て」でございます。 

 続いて報告事項ですが、報告事項１、「花畑団地

周辺地区のまちづくりについて」。 

 報告事項２、「一ツ家二丁目北地区のまちづくり

について」。 

 報告事項３、「新田一丁目地内の公園整備につい

て」でございます。 

 また、その他の資料でございますが、委員の皆様

の名簿をご用意いたしました。続いて、本日の座席

表をご用意してございます。 

 また、資料ですけれども、「第５０回足立区都市

計画審議会議案書（計画図書）」とある議案書の一

つづりでございます。 

 次に、同じく「第５０回足立区都市計画審議会議

案説明資料」とございます議案説明資料が一つづり

でございます。 

 次に、右上に「第１号議案 別添計画図書」とあ

る資料一つづり。 

 次に、同じく右上に「第２号議案 別添計画図

書」とある資料一つづりでございます。 

 次に、右上に「報告説明資料１」とある資料一つ

づりでございます。 

 次に、右上に「報告説明資料１ 別添資料」とあ

る資料一つづりです。 

 続けて、右上に「報告説明資料２」とある資料一

つづり。 

 次に、「報告説明資料２ 別添資料」とある資料

一つづりでございます。 

 また、右上に「報告説明資料３」とある資料一つ

づり。 

 最後となりますが、本日、皆様の席上に配付させ

ていただきました「都市計画法第１７条第２項に基

づく意見書の要旨」とある資料一つづりでございま

す。 

 以上が本日の資料となっております。本日、案件

が多い関係で資料は多くなってございますが、皆様、

お手元にありますでしょうか。不足している資料が

ございましたら、事務局へお申しつけください。 

 よろしいでしょうか。 

 また、事務局で、参考資料としまして、足立区基

本計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、

都市計画図Ⅰ、Ⅱをご用意してございます。必要な

ものがありましたら、事務局へお申し出ください。 

 次に、表紙が白色の「議案書」と表紙が黄緑色の

「議案説明資料」の関係について、ご説明いたしま

す。「議案書」でございますが、都市計画決定の計

画図書となっております。「議案説明資料」は、

「議案書」を補足説明するために使う資料でござい

ます。 

 また、モニター、マイクの使い方について、合わ
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せてご案内いたします。 

 皆様のお席のモニターでございますが、少々見づ

らいところもございます。本日の説明につきまして

は、今日お配りしました資料をごらんいただくこと

を基本に資料作成してございます。説明の際には、

お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

 モニターにつきましては、説明しているページを

お示しするために、説明するために使用したいと思

っております。そのようにご理解いただきたいと思

います。なお、特別にモニターを見ていただきたい

場合については、そのとき申し上げますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 また、恐縮でございますが、皆様のお席のマイク

でございますが、発言の際にスイッチを入れていた

だき、終わりましたらスイッチを切っていただくよ

う、お願いいたします。 

 繰り返しになりますが、本日、案件が多うござい

ます。事務局の都合で恐縮でございますが、審議案

件終了後に１０分間休憩を設けたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 それでは、審議に入る前に、委員の出

席状況を事務局から報告願います。 

○真鍋幹事 本日は、定数２１名のところ１６名の

ご出席をいただいております。過半数のご出席をい

ただいておりますので、審議会が有効に成立するこ

とをご報告申し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 

○長塩会長 議事録署名人は、私と野沢委員さんが

務めますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、発言の場合は、挙手の上、職名もしくはご

氏名を述べてからお願いいたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 第１号議案、東京都市計画都市再開発の方針の変

更（東京都決定）について、第２号議案、東京都市

計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（東京都決

定）について、一括して説明を受けたいと思います。

真鍋住宅・都市計画課長から説明願います。 

○真鍋幹事 それでは、第１号議案、第２号議案の

ご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、お手元の資料で白色の表紙、議

案書の１ページをごらんください。 

 第１号議案、東京都市計画都市再開発の方針の変

更（東京都決定）についてを提出いたします。 

 平成２７年１月１３日、提出者は足立区長、近藤

弥生でございます。 

 提案理由でございますが、東京都市計画都市再開

発の方針の内容を変更するにあたり、都市計画法第

２１条第２項において準用する同法第１８条第１項

の規定に基づき、東京都から足立区の意見を聞くた

めの照会に対して回答するため、足立区都市計画審

議会の議を経る必要があるためでございます。 

 恐れ入ります。次に２ページをごらんください。

都市計画の案の理由書でございます。 

 １の種類・名称は、記載のとおりです。 

 ２の理由でございますが、今回、「東京の都市づ

くりビジョン」や平成２６年度改定予定の「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」を実効性ある

ものとし、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図

るため、都市計画変更するものでございます。 

 次に、恐れ入ります、３ページをごらんください。

東京都からの照会文となってございます。 

 なお、先ほど資料確認でご説明いたしましたが、

右上に「第１号議案 別添計画図書」と記載されて

おりますＡ４判の冊子が本議案の議案内容となって

ございます。後ほど議案説明資料においてご説明申

し上げます。 

 以上が、第１号議案の議案書の内容でございます。 

 恐れ入りますが、議案書の５ページをごらんくだ

さい。 

 第２号議案、東京都市計画住宅市街地の開発整備

の方針の変更（東京都決定）についてを提出いたし

ます。 

 提出者及び提案理由は、第１号議案と同様でござ
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います。 

 次に、６ページをごらんください。都市計画の案

の理由書でございます。 

 １の種類・名称は、記載のとおりでございます。 

 ２の理由でございますが、こちらも「東京の都市

づくりビジョン」、「都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」、都市再開発の方針、防災街区整備

方針、区の基本構想等と整合を図りつつ、平成２４

年３月に策定されました東京都住宅マスタープラン

の内容に適合するよう見直しを行うものでございま

す。 

 続いて、７ページをごらんください。東京都から

の照会文となっております。 

 なお、第１号議案と同様に、右上に「第２号議案 

別添計画図書」と記載されておりますＡ４判の冊子

が本議案の議案内容となっております。こちらにつ

きましても、後ほど議案説明資料に沿ってご説明申

し上げます。 

 以上が、第２号議案の議案書の内容でございます。 

 ここからでございますが、議案説明資料に沿って

ご説明させていただきます。恐れ入りますが、表紙

が黄緑色の議案説明資料の１ページをごらんくださ

い。 

 これまで都市再開発の方針及び住宅市街地の開発

整備の方針の変更につきましては、第４４回、第４

６回及び第４８回の当都市計画審議会においてご説

明しておりますので、本日は変更概要を中心にご説

明いたします。 

 まず、（１）の都市再開発の方針の見直しの基本

的な考え方についてご説明いたします。 

 ア）から順に、まず、鉄道高架化に伴い、一体的

なまちづくりを推進するため、竹ノ塚駅周辺地区の

区域を拡大いたします。 

 次に、都市計画道路補助第１３８号線の事業認可

に伴い、一体的なまちづくりを推進するため、中央

本町周辺地区の区域を拡大いたします。 

 次に、不燃化推進特定整備地区の指定などにより、

西新井駅西口周辺地区の区域を拡大いたします。 

 次に、密集事業の拡大に伴い、足立一・二・三・

四丁目地区とし、区域の拡大を行います。 

 次に、団地再生事業、街路整備事業等の進捗に合

わせて、花畑五丁目地区、補助１４０号線沿道地区、

補助２６１号線沿道地区を２号地区に新規追加いた

します。 

 次に、都市計画道路及び公園の見直しを含むまち

づくりを行うため、梅島三丁目周辺地区を誘導地区

に新規追加いたします。 

 キ）及びク）は記載のとおりでございます。 

 引き続き、２ページをごらんください。変更案に

ついてご説明いたします。 

既に決定されている２号地区５４地区、面積約１，

８３０．５ヘクタールを、変更後は４６地区、面積

約１，４６０．７ヘクタールといたします。 

 誘導地区につきましては、既に１９地区が決定さ

れておりますが、２号地区に変更する地区が１地区、

新規に追加する地区が１地区でございますので、変

更後も同じく１９地区となります。 

 次に、Ａ３判をＡ４に折り込みました３ページ及

び４ページをごらんください。 

 都市再開発の方針の新旧対照総括図でございます。 

 凡例に基づき、既定、新規追加、廃止の地区に区

域分けをしてございます。 

 次に、５ページから７ページでございますが、２

号地区の指定状況及び変更箇所等一覧表となってお

ります。 

 また、地区ごとの計画内容につきましては、先ほ

どご説明しました別添計画図書の８ページから２２

ページまでの計画書、３１ページから８２ページま

での計画図に記載されてございます。 

 恐れ入りますが、次に８ページをごらんください。

誘導地区の指定状況及び変更箇所等一覧表になりま

す。 

 こちらにつきましても、地区ごとの計画内容につ

きましては、別添計画図書の２３ページ、２４ペー
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ジに記載してございます。 

 次に、９ページをごらんください。 

 （２）住宅市街地の開発整備の方針の見直しの基

本的な考え方についてご説明いたします。 

 上から順に、密集事業の拡大に伴い、足立一・

二・三・四丁目地区の区域を拡大します。 

 次に、公営住宅建替え事業の追加のため、桑袋・

花畑地区、保塚町地区や花畑七・八丁目地区の区域

を拡大いたします。 

 次に、不燃化推進特定整備地区の指定などにより、

西新井駅西口周辺地区の区域を拡大いたします。 

 次に、密集市街地の改善が課題となっているため、

千住北部地区を新規追加いたします。 

 次に、公営住宅の建替えに伴い居住環境の向上を

図るため、宮城一丁目地区を新規追加いたします。 

 引き続き、変更案についてご説明いたします。 

 既に決定されている重点地区は５２地区、約２，

５６０ヘクタールですが、２地区の廃止、２地区の

新規追加で、変更後は５２地区、面積約２，５７９

ヘクタールとしております。 

 次に、Ａ３判をＡ４判に折り込みました１１、１

２ページをごらんください。 

 こちらも先ほどの都市再開発の方針と同様に、住

宅市街地の開発整備の方針の新旧対照総括図となっ

てございます。 

 凡例に基づきまして、既定、新規追加、廃止の地

区に区域分けをしてございます。 

 恐れ入りますが、続いて１３ページから１５ペー

ジは、重点地区の指定状況及び変更箇所等一覧表と

なります。 

 また、地区ごとの計画内容につきましては、第２

号議案の別添計画図書の７ページから１９ページま

での計画書、２５ページから１４３ページまでの計

画図に記載してございます。 

 最後に、２の都市計画手続きの経緯と今後の予定

についてご説明いたします。恐れ入りますが、１６

ページをごらんください。 

 これまでの経緯につきましては記載のとおりでご

ざいますが、昨年、平成２６年１２月１日から１２

月１５日までの間、都市計画の案の縦覧を行いまし

たが、足立区に関する意見はございませんでした。 

 本日の審議会で東京都からの意見照会についてご

審議いただき、第２０８回東京都都市計画審議会の

審議を経て、平成２７年３月に都市計画決定・告示

の予定でございます。 

 以上で１号議案及び２号議案の説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第１号議案及び第２号議案

の審議をいたします。本件について、ご意見、ご質

問がありましたら、お願いいたします。 

 ないようですので、採決いたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第１号議案及び第２号議案

は、異議のないものと決定いたします。 

 続きまして、第３号議案、足立一・二・三・四丁

目地区関連の審議を行います。大竹密集地域整備課

長から説明願います。 

○大竹密集地域整備課長 密集地域整備課長の大竹

でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、第３号議案、足立一・二・三・四丁目

地区関連の都市計画変更についてご説明させていた

だきます。 

 本案件につきましては、前回、第４９回の足立区

都市計画審議会におきまして「足立一・二・三・四

丁目のまちづくりについて」としてご報告させてい

ただいた内容でございます。 

 最初に、右上に「しろ色」と記載されております

議案書表紙にあります第３号議案の箇所をごらんく

ださい。 

 足立一・二・三・四丁目地区関連といたしまして、

３つの都市計画の変更がございます。順を追って議

案書をごらんいただきたいと思います。 
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 議案書の９ページをごらんください。 

 ３－１、東京都市計画防災街区整備地区計画足立

一・二・三・四丁目地区防災街区整備地区計画の変

更（足立区決定）について議案を提出いたします。 

 提出者は足立区長でございます。 

 提案理由ですが、防災街区整備地区計画の変更の

内容を決定するにあたり、都市計画法第２１条第２

項において準用する同法第１９条第１項の規定に基

づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要がある

ため提案するものでございます。 

 １０ページをごらんください。 

 都市計画の案の理由書でございますが、種類・名

称につきましては記載のとおりでございます。 

 理由でございますが、東京都の防災都市づくり推

進計画、防災街区整備方針、足立区都市計画マスタ

ープラン等におきまして建築物の不燃化、道路・公

園等の整備等により防災性の向上を位置づけられて

いる足立一・二・三・四丁目地区におきまして、既

に決定しております足立一・二・三丁目地区防災街

区整備地区計画に足立四丁目を追加し、足立一・

二・三・四丁目地区防災街区整備地区計画として変

更するものでございます。 

 １１ページをごらんください。このページから２

０ページまでが計画書、２１ページから２８ページ

までが変更概要、２９ページが総括図、３０ページ

から３２ページが計画図となってございます。 

 次に３３ページですが、３３ページからは、議案

３－２、国道４号Ａ地区（日光街道）沿道地区計画

の変更の議案書でございます。 

 提出者及び提案理由につきましては、防災街区整

備地区計画と同様でございます。 

 ３４ページをごらんください。 

 都市計画の案の理由書でございますが、種類・名

称につきましては記載のとおりでございます。 

 理由でございますが、防災街区整備地区計画の変

更に伴いまして沿道地区計画を変更するとしてござ

います。 

 ３５ページをごらんください。こちらは沿道地区

計画の計画書ですが、ここから４１ページまでが計

画書となってございます。次の４２ページから４４

ページまでが変更概要、４５ページは総括図、４６

ページから５６ページまでが計画図となってござい

ます。 

 次に、５７ページをごらんください。５７ページ

は、議案３－３、用途地域の変更についての議案書

になります。 

 提出者は足立区長でございます。 

 本件につきましては、東京都から足立区に対して

意見照会があり、この照会に回答するために当審議

会に提案するものでございます。 

 ５８ページには都市計画の案の理由書がございま

すが、防災街区整備地区計画の変更を踏まえ土地利

用上の観点から変更するものでございます。 

 ５９ページは東京都知事から足立区長宛ての照会

文でございます。 

 ６０ページには計画書、６１ページには新旧対照

表、６２ページには変更概要、６３ページには総括

図、６４ページには計画図がそれぞれございます。 

 それでは、これからの説明につきましては、黄緑

色の表紙の議案説明資料に沿って説明させていただ

きます。 

 恐れ入りますが、議案説明資料の１７ページをご

らんください。 

 １の趣旨及び目的でございますが、足立一・二・

三丁目地区では、平成６年度から密集市街地整備促

進事業を導入いたしまして、平成１７年６月には足

立一・二・三丁目地区防災街区整備地区計画を都市

計画に定め、防災まちづくりを進めてまいりました。 

 今回、地区計画に追加を予定しております足立四

丁目地区では、平成１９年度にまちづくりの地元組

織が発足しまして、平成２２年からは密集事業を導

入いたしまして、まちづくりを進めております。こ

れまでに、地元のまちづくり組織での検討を整備構

想として取りまとめ、事業計画や都市再開発の方針、
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防災街区整備方針等の都市計画に反映させるととも

に、修復型のまちづくりの有効な手法であります地

区計画の策定に向けて、道路の整備や建替えのとき

の建築のルールについて協議・検討を重ねてまいり

ました。 

 このたび、地区のまちづくりにつきまして、公共

施設の整備、土地利用、建築物の整備に関する事項

等の取りまとめができましたので、足立一・二・三

丁目地区のまちづくりに四丁目を追加いたしまして、

関係する都市計画を変更するものでございます。 

 １８ページをごらんください。 

 図１に関係する都市計画の位置を示してございま

す。 

 地図の下のほうで五反野駅という記載がございま

すが、この南側が足立一・二・三丁目地区でござい

ます。これに、隣接する足立四丁目地区を追加する

ものでございます。 

 追加する四丁目地区の中に、帯状に斜線がかかっ

ている部分がございますが、こちらは用途地域を変

更する区域でございます。 

 また、国道４号沿道には、千住新橋から延長約３．

７キロメートルにわたり、沿道のおおむね３０メー

トルの範囲に国道４号Ａ地区（日光街道）沿道地区

計画の区域がございますが、足立四丁目の部分につ

きまして沿道地区計画を変更するものでございます。 

 次に、都市計画の変更概要についてご説明いたし

ます。 

 １９ページをごらんください。 

 まず、地区計画の変更でございますが、足立一・

二・三丁目地区防災街区整備地区計画の区域に足立

四丁目を加えまして、名称を足立一・二・三・四丁

目地区防災街区整備地区計画に変更いたします。ま

た、隣接する国道４号Ａ地区沿道地区計画を変更い

たします。 

 防災街区整備地区計画の変更の主な内容につきま

しては、位置、面積のほか表１に記載されているも

のでございます。 

 次に、２０ページをごらんください。 

 地区防災施設の区域及び特定地区防災施設の区域

の変更を表２に、特定建築物地区整備計画の変更に

つきまして表３に、防災街区整備地区整備計画の変

更につきまして表４にそれぞれ示してございます。 

 ２１ページをごらんください。 

 今回の防災街区整備地区計画の変更によりまして、

追加される足立四丁目の区域には、表５に示します

ように、建築物の構造に関する防火上必要な制限を

初め全部で９項目の制限が適用となります。 

 ２２ページをごらんください。 

 一点鎖線で防災街区整備地区計画の区域を示して

おります。図２の中の破線で囲まれた部分が、追加

する四丁目の区域でございます。 

 次に、２４ページをごらんください。 

 国道４号Ａ地区（日光街道）沿道地区計画の変更

内容のうち、左側の表６に沿道の整備に関する方針

の変更を、下の表７に沿道地区整備計画の変更をま

とめてございます。また、右側の図３には、沿道地

区計画の変更の範囲を示してございます。 

 沿道地区計画の足立四丁目の区域について、隣接

する防災街区整備地区計画と整合を図るため、表６、

表７に記載のとおり変更を行うものでございます。 

 次に、２５ページをごらんください。 

 今回の変更に伴いまして、沿道地区計画の区域の

うち足立四丁目の部分には、表８のとおり、建築物

等の用途の制限以下６項目の制限が新たに追加され

ることになります。 

 ２６ページをごらんください。 

 こちらは用途地域の変更でございますが、防災街

区整備地区計画の中で特定地区防災施設沿道の用途

地域につきまして、建ぺい率を６０％から８０％に

変更いたします。 

 図４の中で濃い網がかかっている部分が、変更す

る区域でございます。 

 次に、２７ページをごらんいただきますと、表９

に用途地域の変更前後を対照して表示してございま
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すが、４．２ヘクタールの区域で建ぺい率を変更す

る以外に変わるところはございません。 

 ２８ページをごらんください。 

 都市計画手続きの経緯ですが、昨年度までにまち

づくり協議会で計画素案の検討を行いまして、昨年

の８月にまちづくり計画素案説明会を、９月には都

市計画法第１６条に基づく原案の説明会を開催いた

しました。その後、地区計画の原案の公告・縦覧を

行いまして、都市計画案を作成いたしました。１２

月１日から２週間、都市計画案の公告・縦覧を行い

ましたところ、意見書が１通提出されました。 

 意見書の内容につきましては、本日席上に配付さ

せていただきました「都市計画法第１７条第２項に

基づく意見書の要旨」に基づいて説明させていただ

きます。 

 恐れ入りますが、「都市計画法第１７条第２項に

基づく意見書の要旨」をごらんください。提出され

ました意見書の要旨と、それに対する足立区の見解

を表にまとめてございます。 

 １ページをごらんいただきますと、表の真ん中の

列の「意見書の要旨」でございますが、賛成意見に

関するもの１通でございます。 

 意見の内容でございますが、「今回の地区計画変

更を契機とし、五反野駅南口の関係者を含めて、土

地の高度利用や活力ある商業づくりを積極的、具体

的に進め、「まちづくりの目標」が実現することを

強く要望する。」というものでございます。 

 表の右の列には、この意見に対する足立区の見解

を右の列にまとめてございます。「駅周辺にふさわ

しい土地の有効利用、地域の活性化と災害に強いま

ちづくりについて、今回は、地区計画の目標、土地

利用の方針及び地区施設及び地区防災施設の整備の

方針に記載しました。今後、駅周辺の地権者や駅利

用者のご意見等も伺いながら、地区整備計画の具体

的な内容を検討し、目標、方針の実現を図っていき

ます。」以上が区の見解でございます。 

 ただいまの意見及び見解にありますように、今回

の変更の後、地区計画の目標及び方針に記載させて

いただきました五反野駅周辺のまちづくりについて、

地域の皆さんの意見を十分に聞きながら、具体策を

検討してまいりたいと考えてございます。 

 恐れ入りますが、議案説明資料の２８ページにお

戻りいただければと思います。議案説明資料の２８

ページでございますが、今後、２月の第２０８回東

京都都市計画審議会への付議を経まして、３月には

都市計画決定の告示を行う予定でございます。 

 以上で第３号議案の説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第３号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。 

 せぬま委員。 

○せぬま委員 せぬまでございます。 

 五反野駅周辺のグレードアップに関しては、まこ

とに結構なことだなというふうに思います。 

 足立一丁目に千寿第五小学校の跡地というのがご

ざいまして、これが地元の人たちから防災拠点にし

てほしいという思いで、それとまた別な思惑もあっ

て係争中なんですが、これが、今この白枠の図面を

見ると、その小学校跡地に関しての記述もなければ

特記もないんですね。 

 これは区の、私どもの意見も大方が防災施設とい

う声が強いんです。そして、そのことをある程度念

頭に置いて統廃合を進めたという部分もございます。

そういうような意味合いにおいて、この足立一丁目

地域の防災という部分で、そしてまた防火の部分で

も、ここが今回の計画をつくっていく中ではある程

度特記して、明確にこの場所の位置づけを示したほ

うが、地元の人も理解しやすいし、この計画そのも

の、全体の計画そのものの推進に役に立つのではな

いかというふうに私は思うので、そのことを提案し

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○長塩会長 密集地域整備課長。 

○大竹密集地域整備課長 委員おっしゃられますと
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おり、千寿第五小学校跡地につきましてはいろいろ

なご意見があるということは認識してございます。 

 係争中であるということで、まだその後の土地利

用につきましては明確になっていないということも

ございます。ただ、防災に関する地区計画をかけて

ございますので、もし防災に寄与するというものに

なるということであれば、地区計画の中では記載は

すべきだと考えてございます。これは動向を見なが

ら、地区計画の変更も視野に入れて今後検討してい

ければと考えてございます。 

○長塩会長 せぬま委員。 

○せぬま委員 その姿勢で結構ですが、やはりこの

計画を粛々と、ある程度のスピード感を持って進め

ていくには地元対応ということが大事だと思うんで

すね。ですから、様子を見て書くのではなくて、あ

る程度区の姿勢が、区の思いはこうだよという姿勢

を示してやる、そのことのほうが理解を得られると

思います。 

○長塩会長 密集地域整備課長。 

○大竹密集地域整備課長 今回の変更につきまして

は、足立四丁目地区を追加させていただいておりま

す。千寿第五小学校跡地につきましては足立一丁目

ということで、既設の地区計画の変更の中でこれも

盛り込んでいくように考えていければと思うんです

が、ちょっとまだ地元のほうも賛否両論あるため、

意見をまとめて対応していきたいと考えてございま

す。 

○長塩会長 そういう要望があったということで、

お聞き取りいただきたいと思います。 

 ほかにありませんか。 

 なければ、採決いたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第３号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 続きまして、第４号議案、東京都市計画道路区画

街路足立区画街路第９号線の変更（足立区決定）に

ついての審議を行います。八鍬まちづくり課長から

説明願います。 

○八鍬幹事 議案書の６５ページをごらんください。 

 議案名につきましては、東京都市計画道路区画街

路足立区画街路第９号線の変更（足立区決定）につ

いてです。 

 提出者は足立区長です。 

 提案理由としましては、足立区画街路第９号線の

内容を変更するにあたり、都市計画法第２１条第２

項において準用する同法第１９条第１項の規定に基

づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要がある

ため提案するものでございます。 

 続きまして、６６ページをごらんください。都市

計画の案の理由書でございます。 

 続いて、６７ページでございます。これにつきま

しては計画書を記載しておりまして、下段について

は変更概要を載せております。 

 続きまして、６８ページをごらんください。ちょ

っと見づらいんですが、総括図となっておりまして、

真ん中の部分について、引き出し線で「変更箇所」

ということで表記してあります。 

 続きまして、６９ページにつきましては計画図と

なっております。 

 それでは、議案書の内容につきまして、表紙が黄

緑色の議案説明資料に沿って説明させていただきま

す。 

 ２９ページをごらんください。 

 まず、趣旨及び目的でございます。足立区画街路

第９号線は、西新井駅西口交通広場を含んだ路線で、

今回は西新井駅西口交通広場の変更です。 

 本路線が位置する西新井駅西口周辺地区は、東京

都防災都市づくり推進計画において重点整備地域に

位置づけられております。 

 また、足立区都市計画マスタープランでは、区の

中央部地域の重要な交通の結節点として、その機能

向上及び商業・業務や住宅、文化等の機能を高める
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地区として位置づけられております。 

 本都市計画案は、鉄道から交通広場への円滑な移

動と歩行者の安全性と利便性の向上を図るため、足

立区画街路第９号線の交通広場を変更するものでご

ざいます。 

 続きまして、３０ページをごらんください。変更

概要です。 

 都市計画道路変更案を説明します。 

 新旧対照表をごらんください。備考のほうに下線

をして示していますが、これが面積でございまして、

当初の旧の６，２００平米から今回、新ということ

で５，５００平米に変更になっております。 

 続きまして、３１ページをごらんください。本路

線の区域を説明します。 

 左図の波線の部分が変更前の区域です。それを、

右図の斜線部分のとおり区域を今回変更してござい

ます。 

 続きまして、３２ページをごらんください。本路

線の区画の変更内容です。 

 黒色で塗り潰した部分を、今回、当初のエリアか

ら除外しております。続きまして、斜線部分を今回

新たに区域に追加しています。その結果、先ほど説

明しましたように、約６，２００平米から約５，５

００平米となっております。 

 続きまして、３３ページをごらんください。都市

計画手続きの経緯と今後の予定でございます。 

 経緯としましては、１２月１日から２週間、都市

計画法第１７条に基づく都市計画変更案の公告・縦

覧を行いました。その中で意見書提出が１名、１通

ございました。意見書の内容につきましては、本日

配付資料の「都市計画法第１７条第２項に基づく意

見書の要旨」で説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、「都市計画法第１７条第２項に

基づく意見書の要旨」の２ページをごらんください。

こちらが意見書の要旨でございます。 

 都市計画に関する意見としましては、「平成１６

年に都市計画決定した交通広場の形状については賛

成だが、今回の変更案の形状で駅前の利便性が増す

とは思えない。」というものでございます。 

 これに対する区の見解としましては、今回の変更

案は、前回、平成１６年に決定した形状よりも、歩

行者の移動しやすさとバス停などのバス関連施設を

充実させ、さらなる交通広場の利便性を向上させる

ものでございます。 

 そのほかの意見としましては、「駅前の賑わいを

得る仕掛けを要望する。代替地の配慮を希望し、ま

た移転時の生活再建支援を願う。」というものでご

ざいます。 

 これに対します区の見解としましては、賑わいに

関しては、新しい駅前の顔づくりに向けて、地区計

画等で賑わいを誘導するとともに、東西自由通路等

の整備の可能性を検討し、歩行の回遊性の向上を目

指していきます。代替地等に関しましては、地権者

と十分に話し合いを行いながら、理解を得ながら事

業を進めてまいります。 

 それでは、今後の予定をご説明しますので、もう

一度、議案説明資料の３３ページをごらんください。 

 今後の予定としましては、１月下旬に都市計画決

定と告示を予定しています。 

 以上で第４号議案の説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

○長塩会長 それでは、第４号議案の審議をいたし

ます。本件について、ご意見、ご質問がありました

ら、お願いいたします。 

 小泉委員。 

○小泉委員 西新井駅西口周辺地区につきましては、

区民というか住民の本当に期待するところでござい

ますが、「意見書の要旨」、また「足立区の見解」

にもございますように、駅前の賑わいを得る仕掛け

ですとか、本当に駅からの安全な誘導とか、いろい

ろと考えたときに、区としても見解に書かれていま

すけれども、「自由通路やペデストリアンデッキの

整備の可能性を検討し」とございますが、特にペデ

についてはいろいろなことが考えられますが、東西
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自由通路については技術的に非常に困難かもしれま

せんが、可能性があるのであれば、将来の東側との

自由通路の可能性については技術的に十分調査し、

将来、皆さんにとって利用しやすいところを努力し

ていただきたいというふうに思うわけでございます

が、その辺についての考え方についてお伺いいたし

ます。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 今のご意見に対しまして、この上を走

っていますのは東武鉄道でございます。東武鉄道と

は何回かお話をしまして、来年度以降、この東西自

由通路について、どのようにできるかどうかの検討

について東武鉄道と今後十分話をするということで

現在話をしているところでございます。 

○長塩会長 小泉委員。 

○小泉委員 将来、技術的な問題もありますけれど

も、その位置等についてはいろいろな案がこれから

出てくるかと思いますが、技術的に難しいところは

あるかもしれませんが、なるべく将来、非常に便利

になるような方向性で努力をお願いしたいというふ

うに思います。以上です。 

○長塩会長 ほかにありませんか。 

 なければ、採決いたします。 

 本案につきまして、異議のないものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第４号議案は異議のないも

のと決定いたします。 

 最初に事務局より案内がありましたとおり、ここ

で１０分間の休憩をとりたいと思います。再開時間

については事務局よりご案内願います。 

○真鍋幹事 再開時間でございますが、２時５５分

から開始したいと思いますので、一旦休憩に入らせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

午後２時４４分休憩 

午後２時５４分再開 

○真鍋幹事 それでは、皆様おそろいでございます

ので、定刻よりちょっと早いのですが、再開させて

いただきたいと思います。 

 それでは、引き続き、長塩会長、議事進行をよろ

しくお願いいたします。 

○長塩会長 それでは、再開いたします。 

 報告事項１、花畑団地周辺地区のまちづくりにつ

いて、八鍬まちづくり課長から説明願います。 

○八鍬幹事 私からは、報告説明資料１、花畑団地

周辺地区のまちづくりについてご説明させていただ

きます。 

 本日は、地区まちづくり計画の変更のご報告と今

後取り組んでまいります地区計画の変更について、

合わせてご報告させていただきます。 

 それでは、水色の表紙の報告説明資料１に沿って

ご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、報告説明資料１の１ページをご

らんください。 

 最初に、図１をごらんください。対象区域につき

ましては、赤い太線で示した竹ノ塚駅の北東に位置

する区域でございます。 

 趣旨及び目的です。 

 花畑五丁目地区は、昭和３８年３月に一団地の住

宅施設として都市計画決定されております。平成１

９年度より、ＵＲ都市機構の団地再生事業に合わせ

てまちづくりの検討を行い、平成２３年８月に当該

一団地の住宅施設を廃止し、地区計画を決定しまし

た。 

 足立区都市計画マスタープランでは、団地再生に

合わせたまちづくりの取り組みが位置づけられてお

ります。 

 また、足立区地区環境整備計画においては、多様

な世代の生活を支える商業機能と生活支援機能の整

備を推進し、緑豊かな質の高い住宅地を目指すとし

ております。 

 今回、ＵＲ都市機構の団地再生事業により創出さ

れる大規模な用地を一体的に活用することで、周辺

地区や区内広域への活性化貢献に資する活力創出を
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図るため、地区まちづくり計画の変更を行いました。 

 別添資料の「花畑団地周辺地区 地区まちづくり

計画」をごらんください。 

 本地区まちづくり計画は、区民と行政、ＵＲ都市

機構で構成されるまちづくり協議会の検討をもとに

平成２２年６月に策定したものを、今回見直しを行

いました。 

 ２ページをごらんください。２ページにつきまし

ては、まちづくりの基本目標、地区の整備方針、３

ページにはまちづくり計画、４ページには土地利用

方針、５ページから７ページにつきましては、地域

の生活中心地の形成、環境ネットワークの形成、安

全で潤いのある歩行者空間の形成について掲げてお

ります。 

 恐れ入りますが、報告説明資料２ページにお戻り

ください。 

 今回の変更概要です。 

 平成２６年１２月に変更決定しました地区まちづ

くり計画の変更概要について説明させていただきま

す。 

 このたび、花畑エリアデザイン計画に基づくまち

づくりの基本目標に合わせて、Ａ・Ｂ街区を一体的

に有効活用できるよう住宅地区から複合地区へと土

地利用方針の見直しを行い、緑の連続性の強化や広

場の配置等についても見直しを行いました。 

 また、Ｉの２、右下のほうにある場所ですが、こ

こにつきましては、新たなファミリー層の誘導に対

応した子育て支援施設等の整備を可能とするため、

生活関連施設地区に変更しました。 

 主な変更点は、図２の①から④のとおりでござい

ます。 

 また、合わせて、北側に位置します毛長川沿いの

歩行者系ネットワークを新たに位置づけております。 

 続きまして、３ページをごらんください。地区計

画の変更予定概要について説明いたします。 

 表１の変更内容をごらんください。 

 変更箇所が、Ａ・Ｂ街区とＩの２街区の２つござ

います。 

 まず、Ａ・Ｂ街区についてご説明します。 

 変更項目は大きく３つございまして、１つ目の土

地利用の方針では、住宅地区から複合地区へ変更し

ます。 

 ２つ目の地区施設の配置及び規模では、街区を一

体的に活用できるように、地区施設の配置等につい

て再検討を行います。 

 ３つ目の建築物等に関する事項につきましては、

土地利用の方針や地区施設の変更に合わせて、用途

の制限や壁面の位置の制限等について変更を予定し

ております。 

 次に、Ｉの２街区についてご説明します。 

 変更項目は、土地利用の方針でございます。子育

て支援施設や住宅などを配置する地区とするため、

現在の住宅地区から生活関連施設地区に変更を予定

しております。 

 図３につきましては、地区の区分の変更及び位置

について示しておりますので、ごらんください。 

 地区計画の主な変更予定については以上でござい

ます。 

 続きまして、４ページをごらんください。都市計

画手続きの経緯と今後の予定でございます。 

 経緯としましては、表記のとおりでございます。 

 続きまして、今後の予定でございます。 

 今回の都市計画審議会の報告後、３月１１日に都

市計画法第１６条に基づく都市計画原案の説明会を

開催し、同じく３月に都市計画法第１６条に基づく

都市計画原案の公告・縦覧を行う予定でございます。

続いて、５月ごろに都市計画法第１７条に基づく都

市計画案の公告・縦覧を行う予定でございまして、

その後、平成２７年７月開催予定の第５１回足立区

都市計画審議会におきまして審議を受け、７月に都

市計画決定の告示を予定しております。 

 本日は、以上の内容をご報告させていただきまし

た。ありがとうございました。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ
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いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 ないようですので、続きまして、報告事項２、一

ツ家二丁目北地区のまちづくりについて、真鍋住

宅・都市計画課長から説明願います。 

○真鍋幹事 私からは、報告事項２、一ツ家二丁目

北地区のまちづくりについてご説明いたします。 

 恐れ入りますが、お手元の資料で、表紙が黄色の

報告説明資料２をごらんください。 

 初めに、趣旨、目的でございます。当地区は、昭

和４１年度に建設された都営住宅のほか、歩道、児

童遊園、団地内の植栽等が整備された良好な住環境

が形成されております。また、周辺には一ツ家三丁

目公園など複数の都市計画公園がございます。 

 その中で、東京都では、東京都住宅マスタープラ

ンの公共住宅ストックの有効活用において、都営住

宅を良質なストックとして維持・更新していくため、

地域の特性や老朽化の度合い等を勘案しながら、計

画的に建替えを推進するとしております。本アパー

トについて建替え事業が行われることとなりました。 

 都営住宅の建替えに際しては、周辺の中低層住宅

地に調和し、良好な住環境の保全と形成、創出され

る用地を有効に活用して地域に貢献する公共公益施

設の誘導を図ることを目的としまして、国、東京都、

足立区で「一団地の住宅施設の都市計画見直し方

針」等に基づきまして、一団地の住宅施設を廃止し

地区計画を策定することとなりました。本日は、そ

の概要をご報告申し上げるものでございます。 

 次に、地区の現況でございます。当地区は土地区

画整理事業が終了しており、地区の都市基盤は整備

されている、このような状況になってございます。 

 恐れ入りますが、報告説明資料の２ページをごら

んください。当地区でございますが、団地の位置図

になってございます。一ツ家は足立区のほぼ中央で

ございます。つくばエクスプレスの六町駅から西へ

約８００メートルに位置しているところでございま

す。 

 引き続き、３ページをごらんください。団地の現

況写真でございます。点線で囲まれた部分が本地区

の区域となってございます。 

 続いて、４ページをごらんください。同じく団地

の現況図でございます。地区面積は約３．６ヘクタ

ール、住棟数は１４棟、住宅の戸数は６１４戸とな

ってございます。さきに触れましたが、団地内には

児童遊園、東栗原保育園、併存店舗が８区画、集会

所が２カ所設置されてございます。 

 引き続き、５ページをごらんください。左側が現

在の都市計画、地域地区図でございます。当地区で

ございますが、第１種中高層住居専用地域に指定さ

れております。右側の図でございますが、現在の一

団地の住宅施設区域と新たに地区計画を策定する区

域図となってございます。ほぼ同様の面積に地区計

画を策定する、このような計画を考えてございます。 

 続いて、６ページをごらんください。これまでの

経緯とまちづくりの計画についてご説明いたします。 

 東京都と足立区では、都営東栗原アパートの建替

えにあたりまして、東栗原検討会を開催し、建替え

事業の調整を図ってまいりました。検討会の中では、

地元の方々のご意見をお聞きしながら進めていこう

ということになりまして、団地建替えによりますま

ちづくり計画を策定し、今後これを都市計画決定、

建替え計画に反映させていくこととなっております。 

 検討会及び地元説明会の経緯につきましては記載

のとおりでございます。 

 本日おつけしました資料でもう１つございます。

恐れ入りますが、別冊の「都営東栗原アパート建替

えに伴うまちづくり計画」をごらんください。さき

に触れましたが、地元の町会、自治会の皆様へのご

説明、意見交換を踏まえて都と足立区が策定したも

のでございます。 

 内容でございますが、１ページ目でありますが、

地区の課題を掲げ、まちづくりの基本目標、２ペー

ジ目につきましてはまちづくり計画、３ページ目に

は土地利用方針、４ページ目でございますが、緑の
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ネットワーク、歩行者空間の整備と今後の予定が掲

げられてございますが、後ほどお時間があるときに

お読みいただければ幸いでございます。 

 恐れ入りますが、報告資料の６ページにお戻りく

ださい。４の団地建替事業の予定についてご説明い

たします。団地の建替え後の計画戸数でございます

が、現在約５５０戸を予定してございます。居住者

移転等につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、７ページをごらんください。５の都

市計画変更案の内容についてご説明いたします。 

 まず、一団地の住宅施設の廃止でございますが、

東栗原一団地の住宅施設につきましては、昭和４１

年に都市計画決定されております。現在、建築密度、

予定戸数、共同施設等が位置づけられておりますが、

地区計画を決定することにより、この一団地の住宅

施設を廃止するものでございます。 

 次に、地区計画の決定でございます。一ツ家二丁

目北地区としまして、土地利用の方針等、４方針を

定め、広場、小広場、緑道、歩道状空地の地区施設、

建築物等に関する事項として、用途の制限等を定め

る予定としてございます。 

 最後となりますが、８ページをごらんください。

都市計画の手続き及び今後の予定でございます。平

成２７年３月下旬から都市計画変更原案の公告・縦

覧、その後でございますが、当審議会でご審議いた

だき、７月に都市計画決定告示を予定してございま

す。 

 以上で、当地区、報告事項２の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 ないようですので、続きまして、報告事項３、新

田一丁目地内の公園整備について、長島みどり推進

課長から説明願います。 

○長島みどり推進課長 それでは、新田一丁目地内

の公園整備について、ご説明させていただきます。 

 お手元の資料で、表紙が藤色の報告説明資料３、

「新田一丁目地内の公園整備について」をごらんく

ださい。表面の右上隅に「ふじいろ」と書かれてお

ります。 

 １ページ目をごらんください。１の趣旨及び目的

でございます。 

 新田一丁目地内は、都営住宅の部分を除き、準工

業・工業地域の用途地域に指定され大規模な工場等

が立地しておりましたが、平成２０年ごろから徐々

に集合住宅に用途転換しており、人口も増加傾向に

ございます。しかしながら、新田一丁目地内には住

民が身近に歩いていける公園がなく、隣接する新田

二丁目地内にある街区公園２カ所の誘致圏域と重な

る部分もございません。当該地区は、周囲を荒川、

隅田川の大河川及び交通量の多い環状七号線に囲ま

れておりまして、特に幼児や低学年児童、お年寄り

が遠方の公園に行くのは困難な状況にございます。 

 そのため、遊具等の施設が整備された公園の整備

が急務でございまして、このたび新たに（仮称）新

田一丁目公園を都市計画決定し、東京都市計画公園

に追加する予定でございます。 

 １ページ目の左側の広域位置図におきまして、

（仮称）新田一丁目公園は足立区西部、北区との境

界付近にございます。右の位置図で、当該公園の予

定地の位置と付近の公園の位置及び街区公園の誘致

圏域を円で表示してございます。 

 ２ページをごらんください。変更概要です。約０．

３ヘクタールの街区公園を東京都市計画公園に追加

することが今回の内容でございます。 

 計画地の現況をご説明いたします。 

 左側の図のうち、太線で囲まれた区域が今回追加

を予定している公園の区域でございます。図は、上

が北側で、図の左側、西側に隅田川が流れておりま

して、公園との間には隅田川のスーパー堤防が一部

整備済みでございます。図の右側には都営バスのバ

スベイや回転場がございます。 
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 写真は、モニターをごらんください。隅田川の堤

防の上部から公園予定地を見下ろすように撮影して

ございます。写真の中で、点線で囲った範囲が公園

予定地でございます。 

 最後に、３ページをごらんください。都市計画手

続きと今後の予定についてご説明いたします。 

 本日、第５０回足立区都市計画審議会にご報告し、

本年４月ごろに東京都と協議を行います。５月ごろ

に都市計画変更案の縦覧を行い、７月ごろの第５１

回都市計画審議会にてご審議いただき、都市計画変

更の決定・告示をする予定でございます。なお、平

成２８年度に公園を整備する予定でございます。 

 以上で報告のご説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○長塩会長 ただいま説明いただきました報告につ

いて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいた

します。 

 お名前をお願いします。 

○須广委員 委員の須广と申します。 

○長塩会長 須广委員。 

○須广委員 公園の面積と人口の関係ですが、人口

増加傾向にあるという中で、大きさは人口に合った

ものという検討をどういった形でされていますでし

ょうか、ご教示願えたらと思います。 

○長塩会長 みどり推進課長。 

○長島みどり推進課長 今回の公園の種別は、街区

公園で、住区単位で児童からお年寄りまで身近に歩

いていける公園の規模です。その標準面積は約０．

２５ヘクタールです。今回は、身近に歩いてご利用

できる街区公園レベルの公園を整備するということ

でございます。 

○須广委員 ありがとうございました。 

○長塩会長 他にございませんか。 

 なければ、これにて本日の議案審議は終了といた

します。 

 これより会の進行を事務局にお願いします。 

○真鍋幹事 事務局、真鍋でございます。長塩会長、

議事進行ありがとうございました。 

 最後に、「その他」としまして事務局からご報告

申し上げます。 

 まず、第４８回―前々回でございますが―審

議会でご報告いたしました、また、本日予定してご

ざいました千住一丁目地区関連の市街地再開発事業

及び高度利用地区の２件の審議につきましては、去

る１２月１日に事業者が主体の説明会を行いました。

この中で、建物の高さ等々、周辺の住民の皆様から

多くのご意見を頂戴しました。そのような状況を見

まして、今回、案件を提出できる状況でないと区が

判断いたしましたので、案件提出を取りやめました

ことを、この場を借りましてご報告申し上げます。 

 また、本日、当審議会にお車でご来場いただいた

委員の皆様におきましては、毎度でございますが駐

車券をご用意してございます。お帰りの際、事務局

にお申しつけください。よろしくお願いいたします。 

 なお、次回、第５１回の足立区都市計画審議会で

ございますが、本年７月ごろを予定してございます。

改めて開催時期につきましては委員の皆様にご連絡

申し上げますので、重ねてよろしくお願い申し上げ

ます。 

 委員の皆様から何かございませんでしょうか。大

丈夫でしょうか。 

 ないようでしたら、これにて第５０回足立区都市

計画審議会を閉会させていただきます。ありがとう

ございました。 


